
 
  

 

 

上場企業が事業年度ごとに作成する有価証券報告書に「人的資本関係」の情報開示が義務づけら

れました（2023 年 1 月 金融商品取引法改正）。岸田政権は発足当初から「企業における人材投資

の見える化」にこだわっており、「人材育成の方針」や「職場環境の整備」など人的資本の充実に向けた取

り組みは、社会に選ばれる企業であり続けるために欠かせないものとなっています。具体的には、「女性管

理職比率」や「男性育児休業取得率」「男女の賃金格差」が開示義務となっており、単に取り組むだけで

終わらせるのではなく、数字による実効性が求められています。 

最近の労働関連法の改正では様々な数字の公表義務が増えており、政府の方針に沿った動きである

ことが分かります。今回は、2023年 4月以降の法改正情報をまとめてお届けいたします。 

 

 

 2010 年の労働基準法改正で「月 60 時間を超える時間外労働の割増賃金率 50％」が定められまし

たが、中小企業は事業への影響を考慮して猶予措置がなされていました。いよいよ、中小企業の猶予措

置も終了となり、2023 年 4 月～は大企業同様に適用されます。 

 

 

 

 

育児・介護休業法の改正により、従業員が 1,000 人を超える企業は、 

男性労働者の育児休業等の取得状況を年１回公表することが義務づけられます。 

 

公表の時期：公表を行う日の属する事業年度の直前の事業年度の状況を、おおむね 3か月以内 

公表の方法：インターネット等一般の方が閲覧できる方法(自社 HP または「両立支援のひろば」等) 

 

【2023年３月号】 

【休日労働との関係】 

月60時間の時間外労

働時間の算定には、法

定休日に行った労働時

間は含まず、法定休日

以外の休日に行った労

働時間は含む 

【代替休暇】 

労働者の健康確保の

ため、引上げ分の割増

賃金に代わり有給の休

暇を付与することも可 



公表の内容：以下の①または②のいずれかの割合 

 

※なお、女性活躍推進法による、従業員 300 人超の「男女の賃金の際」公表義務化は、2022 年 

7 月の施行であり、2023 年 3 月末決算期分は 2023 年 6 月末までに公表することとされています 

 

 

化学物質による休業 4 日以上の労働災害の原因となった化学物質の多くが、規制の対象外となって

いたため、対象外であった有害な化学物質を主な対象として、事業者がリスクアセスメントの結果に基づ

き、ばく露防止のための措置を適切に実施する制度が新たに導入されます。 

 

 

 

 

労働安全衛生法第 60 条に基づく「職長等安全衛生教育」について、施行令の改正により次の対象

業種が追加となりました。追加業種：食料品製造業、新聞業、出版業、製本業および印刷物加工業 

 

 

2019 年 5 月に建設アスベスト訴訟の最高裁判決で、一人親方や個人事業主に対しても国の責任

が認められたことにより、労働安全衛生法に基づく省令が改正され、危険有害な作業を請け負わせる一人

親方等や、同じ場所で作業を行う労働者以外の人（他社の労働者や資材搬入業者、警備員など）に

対しても、労働者と同等の保護が図られるよう新たに一定の措置を実施することが義務づけられます。 

 

 

 

 

社会保険労務士法人トップアンドコア 

【本社】東京都新宿区西新宿 1-25-1  新宿ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ 46Ｆ          TEL：03-3349-8370 

【名古屋支店】愛知県名古屋市中村区名駅 1-1-1 JP ﾀﾜｰ名古屋 7Ｆ   TEL：052-589-8753 

【福岡支店】福岡県福岡市博多区住吉 1-2-25 ｷｬﾅﾙｼﾃｨ･ﾋﾞｼﾞﾈｽｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ 6Ｆ TEL：092-273-0503 

  E-mail： contact@topandcore.or.jp  http：//www.topandcore.com/ 

ラベル/SDS 通知、リス

クアセスメント対象物

質が大幅に増加！ 

674 物質 

↓ 

約 2,900 物質 
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